
９．国庫補助負担金等の削減内訳（公共事業関係）

【国土交通省関係】 （単位：億円、％）

１６　年　度 前　年　度 削 減 額 削 減 率

治　山　治　水 4,433 4,789 ▲ 356 ▲ 7.4

治水・急傾斜地等 4,055 4,366 ▲ 311 ▲ 7.1

海 岸 377 423 ▲ 46 ▲ 10.8

道　路　整　備 11,897 12,630 ▲ 732 ▲ 5.8

港湾空港鉄道等 1,247 1,347 ▲ 100 ▲ 7.4

港 湾 1,002 1,093 ▲ 91 ▲ 8.3

空 港 245 254 ▲ 9 ▲ 3.4

住宅都市環境整備 7,967 9,474 ▲ 1,507 ▲ 15.9

住 宅 対 策 3,752 4,560 ▲ 808 ▲ 17.7

都 市 環 境 整 備 4,215 4,914 ▲ 699 ▲ 14.2

下水道水道廃棄物処理等 9,150 9,700 ▲ 550 ▲ 5.7

下 水 道 8,278 8,767 ▲ 490 ▲ 5.6

都 市 公 園 872 933 ▲ 61 ▲ 6.5

一 般 公 共 事 業 計 34,694 37,940 ▲ 3,246 ▲ 8.6

災害復旧等 363 366 ▲ 3 ▲ 0.9

35,057 38,306 ▲ 3,249 ▲ 8.5

（注１）地方公共団体向けの金額である。

（注２）金額は各々四捨五入しているため、端数において合致しないものがある。

（注３）一般会計と特別会計を合わせた金額である。

（注４）道路整備には、みちづくり交付金事業（地方道路整備臨時交付金）を含む。

（注５）まちづくり交付金を含まない。

（注６）治水には道路関係社会資本（河川等関連公共施設整備促進事業）を含む。
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